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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
自動車に搭載されるナビゲーション装置であって、
ユーザのターンバック経路案内要求操作を受け付ける案内要求受付部と、
前記案内要求受付部がターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、現在走行中の
路線の現在走行中の車線と逆走行方向の車線上の地点までの、現在位置からの経路をター
ンバック誘導経路として算出するターンバック経路算出部と、
前記ターンバック経路算出部が算出したターンバック誘導経路に従ったユーザの走行を案
内するターンバック経路誘導部とを有することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
請求項１記載のナビゲーション装置であって、
ユーザのターンバック経路案内要求操作受付用のボタンを備えた入力装置を有し、
前記案内要求受付部は、前記ボタンのユーザの操作に応じて、ユーザのターンバック経路
案内要求操作を受け付けることを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項３】
請求項１記載のナビゲーション装置であって、
前記ターンバック経路算出部は、
前記案内要求受付部がターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、現在走行中の
路線の現在走行中の車線と逆走行方向の車線上の、現在位置最寄りの地点をターンバック
目的地として設定するターンバック目的地設定部と、
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前記ターンバック目的地設定部が設定したターンバック目的地までの経路を前記ターンバ
ック誘導経路として算出するターンバック経路探索部とを有することを特徴とするナビゲ
ーション装置。
【請求項４】
請求項３記載のナビゲーション装置であって、
前記経路誘導部は、現在位置と前記ターンバック目的地設定部が設定したターンバック目
的地との間の距離が所定の距離以内となり、かつ、現在位置が前記ターンバック目的地が
設定された車線上の位置となるまで、前記ターンバック経路算出部が算出したターンバッ
ク誘導経路に従ったユーザの走行の案内を継続することを特徴とするナビゲーション装置
。
【請求項５】
請求項１記載のナビゲーション装置であって、
前記ターンバック経路算出部は、
前記案内要求受付部がターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、現在走行中の
路線上の最後に通過した交差点をターンバック目的地として設定するターンバック目的地
設定部と、
前記ターンバック目的地設定部が設定したターンバック目的地までの経路を前記ターンバ
ック誘導経路として算出するターンバック経路探索部とを有することを特徴とするナビゲ
ーション装置。
【請求項６】
請求項１記載のナビゲーション装置であって、
前記ターンバック経路算出部は、
前記案内要求受付部がターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、現在走行中の
路線上の最後に通過した交差点手前の現在走行中の車線と逆走行方向の車線上の地点をタ
ーンバック目的地として設定するターンバック目的地設定部と、
前記ターンバック目的地設定部が設定したターンバック目的地までの経路を前記ターンバ
ック誘導経路として算出するターンバック経路探索部とを有することを特徴とするナビゲ
ーション装置。
【請求項７】
請求項１記載のナビゲーション装置であって、
前記ターンバック経路算出部は、
高速道路走行中に、前記案内要求受付部がターンバック経路案内要求操作を受け付けた場
合に、現在走行中の高速道路の最後に通過した高速道路出口をターンバック目的地として
設定するターンバック目的地設定部と、
前記ターンバック目的地設定部が設定したターンバック目的地までの経路を前記ターンバ
ック誘導経路として算出するターンバック経路探索部とを有することを特徴とするナビゲ
ーション装置。
【請求項８】
請求項１記載のナビゲーション装置であって、
ユーザによって設定された目的地までの現在位置からの経路を誘導経路として探索し、探
索した誘導経路に従ったユーザの走行を案内する経路誘導部と、
前記経路誘導部が前記誘導経路に従った走行の案内を行っているときに、前記案内要求受
付部がターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、前記ユーザによって設定され
た目的地を保存した上で、前記経路誘導部による走行の案内を停止させ、前記ターンバッ
ク経路誘導部によるターンバック誘導経路に従ったユーザの走行の案内終了後に、前記経
路誘導部に、保存しておいた目的地までの現在位置からの誘導経路の探索と、探索した誘
導経路に従ったユーザの走行の案内を行わせる、目的地復帰処理部とを有することを特徴
とするナビゲーション装置。
【請求項９】
請求項１記載のナビゲーション装置であって、
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ユーザによって設定された目的地までの現在位置からの経路を誘導経路として探索し、探
索した誘導経路に従ったユーザの走行を案内する経路誘導部と、
前記経路誘導部が前記誘導経路に従った走行の案内を行っているときに、前記案内要求受
付部がターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、前記ユーザによって設定され
た目的地を保存した上で、前記経路誘導部による走行の案内を停止させると共に、前記経
路誘導部による走行の案内の停止後に、ユーザから目的地復帰の要求を受け付けた場合に
、前記経路誘導部に、保存しておいた目的地までの現在位置からの誘導経路の探索と、探
索した誘導経路に従ったユーザの走行の案内を行わせる、目的地復帰処理部とを有するこ
とを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項１０】
自動車に搭載されるナビゲーション装置において、ユーザに対して経路を案内する経路案
内方法であって、
ユーザのターンバック経路案内要求操作を受け付けるステップと、
前記ターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、現在走行中の路線の現在走行中
の車線と逆走行方向の車線上の地点までの、現在位置からの経路をターンバック誘導経路
として算出するステップと、
前記ターンバック誘導経路に従ったユーザの走行を案内するステップとを有することを特
徴とする経路案内方法。
【請求項１１】
請求項１０記載の経路案内方法であって、
前記ユーザのターンバック経路案内要求操作は、単一のボタンの単一の操作に応じて受け
付けることを特徴とする経路案内方法。
【請求項１２】
請求項１０記載の経路案内方法であって、
前記ターンバック誘導経路は、現在走行中の路線の現在走行中の車線と逆走行方向の車線
上の、現在位置最寄りの地点をターンバック目的地として設定し、設定したターンバック
目的地までの経路を探索することにより算出することを特徴とする経路案内方法。
【請求項１３】
請求項１０記載の経路案内方法であって、
前記ターンバック誘導経路は、現在走行中の路線上の最後に通過した交差点をターンバッ
ク目的地として設定し、設定したターンバック目的地までの経路を探索することにより算
出することを特徴とする経路案内方法。
【請求項１４】
請求項１０記載の経路案内方法であって、
前記ターンバック誘導経路は、高速道路走行中である場合には、現在走行中の高速道路の
最後に通過した高速道路出口をターンバック目的地として設定し、設定したターンバック
目的地までの経路を探索することにより算出することを特徴とする経路案内方法。
【請求項１５】
請求項１０記載の経路案内方法であって、
ユーザのターンバック経路案内要求操作を受け付けたときに、ユーザに対して経路案内を
行っている場合に、経路案内を行っている経路の目的地を保存するステップと、
所定の契機で、保存しておいた目的地までの現在位置からの経路を探索し、探索した経路
の経路案内を開始するステップとを有することを特徴とする経路案内方法。
【請求項１６】
自動車に搭載されるコンピュータによって読みとられ実行されるコンピュータプログラム
であって、
前記コンピュータに、
ユーザのターンバック経路案内要求操作を受け付けるステップと、
前記ターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、現在走行中の路線の現在走行中
の車線と逆走行方向の車線上の地点までの現在位置からの経路をターンバック誘導経路と
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して算出するステップと、
前記ターンバック誘導経路に従ったユーザの走行を案内するステップとを実行させること
を特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１７】
請求項１６記載のコンピュータプログラムであって、
前記ユーザのターンバック経路案内要求操作は、単一のボタンの単一の操作に応じて受け
付けることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１８】
請求項１６記載の経路案内方法であって、
前記ターンバック誘導経路は、現在走行中の路線の現在走行中の車線と逆走行方向の車線
上の、現在位置最寄りの地点までの経路を探索することにより算出することを特徴とする
コンピュータプログラム。
【請求項１９】
自動車に搭載されるコンピュータによって読み取られ実行されるコンピュータプログラム
を記憶した記憶媒体であって、
前記コンピュータプログラムは、前記コンピュータに、
ユーザのターンバック経路案内要求操作を受け付けるステップと、
前記ターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、現在走行中の路線の現在走行中
の車線と逆走行方向の車線上の地点までの現在位置からの経路をターンバック誘導経路と
して算出するステップと、
前記ターンバック誘導経路に従ったユーザの走行を案内するステップとを実行させること
を特徴とする記憶媒体。
【請求項２０】
請求項１９記載の記憶媒体であって、
前記ユーザのターンバック経路案内要求操作は、単一のボタンの単一の操作に応じて受け
付けることを特徴とする記憶媒体。
【請求項２１】
請求項１９記載の記憶媒体であって、
前記ターンバック誘導経路は、現在走行中の路線の現在走行中の車線と逆走行方向の車線
上の、現在位置最寄りの地点までの経路を探索することにより算出することを特徴とする
記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ユーザに対して経路案内を行うナビゲーション装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
自動車に搭載されるナビゲーション装置において、ユーザに対して経路案内を行う技術と
しては、従来より、ユーザから、地図上の座標指定や、予め目的地候補の地点を登録した
目的地候補のリスト上での地点の選択によって、目的地を受付け、受け付けた目的地まで
の間に誘導経路を設定し、設定した誘導経路を地図上に表示することにより、誘導経路に
沿った走行を案内する技術が広く用いられている。
【０００３】
また、このようなナビゲーション装置における誘導経路設定の技術としては走行中車線の
反対車線を横切ったり、反対車線にＵターンしない経路を優先して設定する技術が知られ
ている（たとえば、特開平６-１０２０５１号公報、特開平９-２１０７１１号公報）。
【０００４】
この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては以下のものがある。
【０００５】
【特許文献１】
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特開平６-１０２０５１号公報
【０００６】
【特許文献２】
特開平９-２１０７１１号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
さて、ユーザが以上のような誘導経路に従った走行案内を受けているとき、または、走行
案内を受けていないときに、現在走行中の車線の反対車線上に移動し、いま来た路線を戻
りたいと思う場合が多々あり得る。右左折すべき交差点やで間違って直進してしまった場
合に、その右左折すべきだった交差点に戻りたいと考える場合や、高速道路走行中に一般
道に進むべき高速道路出口を通過してしまった場合に、その高速道路出口に行きたい思う
場合などである。または、ガソリンスタンドを探しながら走行しているときに、反対車線
側にガソリンスタンドを発見したが、その地点では中央分離帯があってガソリンスタンド
に反対車線を横切って進入できない場合や、通りすぎたレストランで休憩しようとレスト
ランを通過した後で思い直した場合などである。
【０００８】
そして、このような場合、走行中の車線から反対車線側に車両をＵターンさせて、いま来
た路線を逆方向に戻ることが考えられるが、Ｕターン用の専用車線が設けられているよう
な場合を除き、Ｕターンを行うためには、一旦、路傍の空き地に車両を進入させて車両の
向きを変えた上で路線に右折して戻るといったような煩雑な運転操作が必要となる。また
、このような運転操作は、一般的なユーザにとって緊張を強いられるものでもある。また
、走行中の路線や周辺の状況によってはＵターンすることが不可能であることもある。
【０００９】
一方、車両を現在走行中の車線から反対方向の車線に直接Ｕターンさせるのではなく、他
の路線を利用して道路を右左折しながら車両を進ませ現在走行中の路線の現在走行中の車
線と反対方向の車線に戻ることにより、いま来た路線を逆方向に戻るようにすることも考
えられる。
【００１０】
そして、このような場合に、前記従来の誘導経路に従った走行案内の技術によって、ナビ
ゲーション装置による、現在位置から、現在走行中の路線の現在走行中の車線と反対方向
の車線に戻る道順の走行案内を受けようとした場合、次のような問題が生じる。
【００１１】
すなわち、ユーザがそのような走行案内を受けるためには、まず、現在走行中の路線の現
在走行中の車線と反対方向の車線上の地点に、目的地を設定する必要があるところ、その
ような目的地の設定を地図上の座標指定によって直ちに行うことは困難である。また、そ
のような地点が、予め目的地候補のリストに登録されていることも期待できない。
【００１２】
また、現在走行中の路線の現在走行中の車線と反対方向の車線に戻るために、現在位置周
辺に目的地を設定したような場合には、現在位置と目的地が近接しているために、ナビゲ
ーション装置が車両が目的地に到着しているものと判断してしまい、ユーザが所望するよ
うな誘導経路を設定しなかったり、誘導経路を設定しても経路誘導開始後に、現在走行中
の車線と反対方向の車線に移っていないにもかかわらず目的地に到着したものと見なして
経路誘導終了してしまう場合もある。
【００１３】
そこで、本発明は、ユーザに対して、ユーザの煩雑な操作を必要とすることなしに、現在
走行中の車線と反対方向の車線に戻る経路を案内することを課題とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
前記課題達成のために、本発明は、自動車に搭載されるナビゲーション装置に、ユーザの
ターンバック経路案内要求操作を受け付ける案内要求受付部と、前記案内要求受付部がタ
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ーンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、現在走行中の路線の現在走行中の車線
と逆走行方向の車線上の地点までの、現在位置からの経路をターンバック誘導経路として
算出するターンバック経路算出部と、前記ターンバック経路算出部が算出したターンバッ
ク誘導経路に従ったユーザの走行を案内するターンバック経路誘導部とを設けたものであ
る。
【００１５】
このようなナビゲーション装置によれば、ユーザが所定のターンバック経路案内要求操作
を行うだけで、ナビゲーション装置によって、自動的に現在走行中の路線の現在走行中の
車線と逆走行方向の車線上の地点までの経路探と、探索された経路による走行案内が開始
される。
【００１６】
したがって、ユーザは、現在走行中の路線の現在走行中の車線と逆走行方向の車線上の地
点を目的地として地図上で選定するなどの煩雑な処理を行うことなく、即座に、現在走行
中の車線と反対方向の車線に道路のみを走行して戻る経路の経路案内を受けることができ
るようになる。
【００１７】
ここで、このようなナビゲーション装置においては、ナビゲーション装置の入力装置に、
ユーザのターンバック経路案内要求操作受付用のボタンを設け、前記案内要求受付部は、
前記ボタンのユーザの操作に応じて、ユーザのターンバック経路案内要求操作を受け付け
るようにすることが、ユーザの操作性向上の上で好ましい。
【００１８】
また、これらのナビゲーション装置においては、前記ターンバック経路算出部を、前記案
内要求受付部がターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、現在走行中の路線の
現在走行中の車線と逆走行方向の車線上の、現在位置最寄りの地点をターンバック目的地
として設定するターンバック目的地設定部と、前記ターンバック目的地までの経路を前記
ターンバック誘導経路として算出するターンバック経路探索部とより構成するようにして
もよい。また、この場合には、前記経路誘導部において、現在位置と前記ターンバック目
的地設定部が設定したターンバック目的地との間の距離が所定の距離以内となり、かつ、
現在位置が前記ターンバック目的地が設定された車線上の位置となるまで、前記ターンバ
ック経路算出部が算出したターンバック誘導経路に従ったユーザの走行の案内を継続する
ようにしてもよい。このようにすることにより、以上のように現在位置最寄りの地点をタ
ーンバック目的地と設定した場合に、ナビげーショｎ装置が、ターンバック目的地と現在
位置が近接しているために、実際にターンバック目的地を設定した車線上に進入する前に
、ターンバック目的地に到達したと判定し、経路案内を終了してしまうことを避けること
ができる。
【００１９】
また、以上のナビゲーション装置においては、前記ターンバック経路算出部を、前記案内
要求受付部がターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、現在走行中の路線上の
最後に通過した交差点をターンバック目的地として設定するターンバック目的地設定部と
、前記ターンバック目的地設定部が設定したターンバック目的地までの経路を前記ターン
バック誘導経路として算出するターンバック経路探索部とを備えて構成するようにしても
よい。または、前記ターンバック経路算出部を、前記案内要求受付部がターンバック経路
案内要求操作を受け付けた場合に、現在走行中の路線上の最後に通過した交差点手前の現
在走行中の車線と逆走行方向の車線上の地点をターンバック目的地として設定するターン
バック目的地設定部と、前記ターンバック目的地設定部が設定したターンバック目的地ま
での経路をターンバック誘導経路として算出するターンバック経路探索部とを備えて構成
するようにしてもよい。または、前記ターンバック経路算出部を、高速道路走行中に、前
記案内要求受付部がターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、現在走行中の高
速道路の最後に通過した高速道路出口をターンバック目的地として設定するターンバック
目的地設定部と、前記ターンバック目的地設定部が設定したターンバック目的地までの経
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路を前記ターンバック誘導経路として算出するターンバック経路探索部とより構成したり
するようにしてもよい。
【００２０】
また、以上のナビゲーション装置が、ユーザによって設定された目的地までの現在位置か
らの経路を誘導経路として探索し、探索した誘導経路に従ったユーザの走行を案内する経
路誘導部を備えている場合には、前記経路誘導部が前記誘導経路に従った走行の案内を行
っているときに、前記案内要求受付部がターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合
に、前記ユーザによって設定された目的地を保存した上で、前記経路誘導部による走行の
案内を停止させ、前記ターンバック経路誘導部によるターンバック誘導経路に従ったユー
ザの走行の案内終了後に、前記経路誘導部に、保存しておいた目的地までの現在位置から
の誘導経路の探索と、探索した誘導経路に従ったユーザの走行の案内を行わせる、目的地
復帰処理部を設けることが好ましい。
【００２１】
また、同様に、前記経路誘導部が前記誘導経路に従った走行の案内を行っているときに、
前記案内要求受付部がターンバック経路案内要求操作を受け付けた場合に、前記ユーザに
よって設定された目的地を保存した上で、前記経路誘導部による走行の案内を停止させる
と共に、前記経路誘導部による走行の案内の停止後に、ユーザから目的地復帰の要求を受
け付けた場合に、前記経路誘導部に、保存しておいた目的地までの現在位置からの誘導経
路の探索と、探索した誘導経路に従ったユーザの走行の案内を行わせる、目的地復帰処理
部を設けることも好ましい。
【００２２】
これらの目的地復帰処理部を設けたナビゲーション装置によれば、ユーザは、最終目的地
までの経路の走行案内を受けているときに、走行中路線の反対車線側の施設に一時的に立
ち寄りたいと考えた場合などに、まず、反対車線への経路の案内を受けて反対車線に進ん
だ後に、再度、最終目的地までの経路の案内を、最終目的地の再設定を行うことなく受け
ることができるようになる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について説明する。
図１に本実施形態に係るナビゲーション装置の構成を示す。
図示するように、本ナビゲーション装置は、制御装置１、地図データを格納したＤＶＤ－
ＲＯＭやハードディスク等の記憶媒体２１にアクセスするための記録媒体ドライブ２、Ｇ
ＰＳ受信機３、角加速度センサや車速センサなどの車両の走行状態を検知する走行状態セ
ンサ４、ユーザよりの入力を受け付けるリモコン５（リモートコントローラ）、表示装置
６を備えている。そして、リモコン５には、ユーザから走行中路線の現在と逆走行方向の
車線上位置までの経路案内開始の指示を受け付けるためのターンバックボタン５１が設け
られている。
【００２４】
また、制御装置１は、地図データバッファ１０１、地図データ読出処理部１０２、現在状
態算出部１０３、ルート探索部１０４、ナビゲート画像生成部１０５、パラメータメモリ
１０６、主制御部１０７、ＧＵＩ制御部１０８を備えている。ここで、図１における制御
装置１の内部の点線１２１は地図データバッファ１０１に格納される地図データへの各部
のアクセス経路を示し、太線は各部間の制御情報や各種データの各部の経路を、ＧＵＩ制
御部１０８に接続する細線はユーザとの間でリモコン５や表示装置６を用いて入出力する
操作情報や画像情報の経路を示す。
【００２５】
但し、以上の制御装置１は、ハードウエア的には、マイクロプロセッサや、メモリや、そ
の他のグラフィックプロセッサやジオメトリックプロセッサ等の周辺デバイスを有する一
般的な構成を備えたＣＰＵ回路であって良く、この場合、以上に示した制御装置１の各部
は、マイクロプロセッサが予め用意されたプログラムを実行することにより具現化するプ
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ロセスとして実現されるものであって良い。また、この場合、このようなプログラムは、
記憶媒体２１や適当な通信路を介して、制御装置１に提供されるものであって良い。
【００２６】
次に、記憶媒体２１に記憶される地図データの構成を示す。
ここで、地図データは、所定の地理的区域毎に図葉と呼ばれる単位で管理されており、各
図葉は地図の詳細度に応じた複数のレベルで構成されている。そして、各図葉の各レベル
の地図は、１つまたは複数のユニットよりなり、各ユニットは、自身が属する図葉の地理
的区域またはこれを分割した区域に対応し、対応する区域の地図を、自身が属するレベル
で表現したものである。
【００２７】
そして、図２に示すように、地図データは、各ユニットと図葉や対応区域やレベルとの関
係を記述した管理データ、地図を表す基本地図データ、路線データとを含んで構成される
。
ここで、基本地図データは、前述したユニット毎のユニットデータと、各ユニットデータ
と図葉や対応区域やレベルとの関係を記述したユニット管理データを含む。そして、各ユ
ニットデータはユニット内の道路ネットワークを表す道路ユニットと、ユニット内の表示
地図を規定する描画ユニットとを有する。
【００２８】
そして、道路ユニットは、ノードリストと、リンクテーブルと、他ユニットとのノードや
リンクの接続、対応関係を記述した接続データとを有する。
ここで、道路ユニットでは、道路を直線であるリンクの集合として表現しており、この各
リンクの端点がノードである。このようなノードは、交差点等の道路の接続点に必ず設け
られる他、隣接するユニットの境界に必ず設けられる。また、各リンクは方向を持ち、リ
ンクを介して隣接する二つのノードの間には、その道路が一方通行である場合には通行方
向の一つのリンクのみが設けられるが、その道路が双方向である場合には基本的には相互
に逆方向の二つのリンクが設けられる。
【００２９】
さて、ノードリストは、各ノード毎のノードレコードを含み、各ノードレコードは、ノー
ド番号、ノードの座標、当該ノードが交差点や高速道路の出入口に対応するノードである
か等を表すノード属性、ノードに接続するリンクのリンク番号のリストである接続リンク
番号リスト、ノードにリンクを介して隣接するノードのノード番号のリストである隣接ノ
ード番号リストが記述される。
【００３０】
次に、リンクテーブルは、各リンク毎のリンクレコードを含み、各リンクレコードには、
リンク番号、リンクの始点となるノードのノード番号を示す始点ノード番号、リンクの終
点となるノードのノード番号を示す終点ノード番号、リンクに対応する道路の区間につい
ての各種情報を表す道路属性、リンクの距離、リンクの方位、リンクに与えた経路探索用
のコストであるリンクコスト、リンクの属する路線の路線番号等が記述される。ここで、
道路属性としては、リンクが属する道路の有料道路や国道や県道などの種別を表す道路種
別や、リンクに対応する道路区間の道路幅や車線数や中央分離帯の有無や、そのリンクが
Ｕターン用の車線であるか否かの識別等が記述される。
【００３１】
次に、描画ユニットは、地形図形や道路図形や施設図形などの地図の地理的な表示要素や
、地域名称や施設名称などの地図上に表示する文字情報や、地図上にガソリンスタンド等
の施設の存在を表すために表示する施設マークなどを規定するものである。
【００３２】
さて、最後に、地図データに含まれる路線データは、各道路毎に設けられた路線レコード
を有し、各路線レコードには、道路の識別子である路線番号や、各道路の高速道路、国道
、県道などの路線種別や、各道路の路線名称が記述される
次に、図１の制御装置１のパラメータメモリ１０６に格納されるパラメータについて説明
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する。
【００３３】
図３に示すように、パラメータメモリ１０６には、現在状態情報３０１、目的地データ３
０２、誘導経路データ３０３、待避目的地データ３０４を格納する。
現在状態情報３０１は、現在位置データ３０１１、現在走行方位データ３０１２、走行中
リンクデータ３０１３を含み、現在位置データ３０１１は、車両の現在位置座標を表すデ
ータであり、現在走行方位データ３０１２は、車両の現在の走行方位を表すデータであり
、走行中リンクデータ３０１３は、現在走行しているリンクのリンク番号を示すデータで
ある。また、目的地データ３０２は、リンク上の目的地の座標を表す。
【００３４】
そして、誘導経路データ３０３は、誘導経路を表すデータであり、誘導経路が経由するリ
ンクのリンク番号を経由順に記述したルートリンクリスト３０３１と、誘導経路が経由す
るノードのノード番号を経由順に記述したルートノードリスト３０３２とを有する。
【００３５】
また、待避目的地データ３０４は、一時的に目的地データ３０２を待避するために用いる
。
さて、図１に戻り、このような構成において、地図データ読出処理部１０２は、主制御部
１０７の制御下で、記録媒体ドライブ２を介して記憶媒体２１から地図データの所要範囲
を読み出し地図データバッファ１０１に格納する。
また、現在状態算出部１０３は、以下の処理を繰り返し行う。
すなわち、現在状態算出部１０３は、走行状態センサ４やＧＰＳ受信機３の出力から推定
される現在位置に対して、地図データバッファ１０１から読み出した前回決定した現在位
置の周辺の地図とのマップマッチング処理などを施して、現在位置として最も確からしい
リンク座標と、現在の走行方向として最も確からしいリンク方向と、現在の走行中のリン
クとして最も確からしいリンクとを、それぞれ現在位置座標、現在走行方位、走行中リン
クとして決定し、パラメータメモリ１０６の現在位置データ３０１１と現在走行方位デー
タ３０１２と走行中リンクデータ３０１３に設定する。
【００３６】
また、主制御部１０７は、ユーザの目的地設定要求に応じて、ユーザからリモコン５、Ｇ
ＵＩ制御部１０８を介して目的地の設定を受付け、これを目的地データ３０２にセットす
る。
そして、目的地データ３０２が示す目的地までの誘導経路をルート探索部１０４に探索さ
せる。ルート探索部１０４は、必要地理的範囲の道路ユニットの道路データを地図データ
バッファ１０１から読み出し、パラメータメモリ１０６の現在位置データ３０１１が示す
現在位置座標から目的地データ３０２が示す目的地座標までの、走行中リンクデータ３０
１３が示すリンクを最初に辿る誘導経路を、リンクレコードのリンクコストを用いた所定
のコストモデルに基づいて算出し、算出した誘導経路の経路データを、誘導経路データ３
０３のルートリンクリスト３０３１とルートノードリスト３０３２にそれぞれ格納する。
【００３７】
また、主制御部１０７は、以下のナビゲート画像生成処理を繰り返す。
すなわち、主制御部１０７は、現在走行方位データ３０１２が示す走行方位に応じた方位
を表示方位に決定し、予め成されたユーザ設定や初期設定に応じて縮尺を決定し、現在位
置データ３０１１から読み出した現在位置周辺の、決定した表示方位と決定した縮尺とに
応じて定まる所定範囲を表示範囲として決定する。ここで表示方位は、現在走行方位が常
に上となるように算出する。
【００３８】
そして、ナビゲート画像生成部１０５に、決定した表示範囲中の描画ユニットに基づいた
、描画ユニットが表す地図表示要素や文字列や施設マークの描画と、現在走行方位データ
３０１２が示す方位に対応する方向を向いた現在位置マークの、現在位置データ３０１１
が示す現在位置に対応する位置への描画とを、各々決定した表示方位が示す方位を上とし
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て行わせる。また、主制御部１０７は、誘導経路データ３０３が設定されている場合には
、ナビゲート画像生成部１０５に、決定した表示範囲中の、誘導経路データ３０３が示す
現在位置より目的地側の誘導経路を表す誘導経路図形を、決定した表示方位が示す方位を
上として描画させる。また、主制御部１０７は、経路誘導中であって、目的地が表示範囲
に含まれる場合、目的地の位置を示す目的地マークをナビゲート画像生成部１０５に描画
させる。
【００３９】
ナビゲート画像生成部１０５は、主制御部１０７の制御に従って、以上の各描画を行って
ナビゲーション画像を生成し、ＧＵＩ制御部１０８を介して表示装置６に表示する。
図４ａは、このようにして表示されたナビゲート画像の例を示すものであり、図示するよ
うにナビゲート画像は、地図表示要素や各種文字列や施設マークが表された地図画像４０
１上に、現在位置マーク４０２と、誘導経路図形４０３が表されたものとなる。ただし、
誘導経路データ３０３が設定されておらず経路誘導中でない場合には、前述のように誘導
経路図形４０３は描画されない。また、表示範囲に目的地が含まれる場合には、目的地マ
ークも表示されることになる。
【００４０】
そして、主制御部１０７は、以上のような経路誘導中、現在位置データ３０１１が示す現
在地座標と目的地データ３０２が示す目的地座標との距離が、所定距離（たとえば、数十
ｍ）以下となったかどうかを監視し、所定距離以下となったならば、目的地に到着したも
のと見なして、誘導経路データ３０３と目的地データ３０２をクリアし、経路誘導を終了
する。
【００４１】
以下、このようなナビゲーション装置において行うターンバック経路案内処理について説
明する。
主制御部１０７は、経路誘導中または経路誘導を行っていないときに、リモコン５のター
ンバックボタン５１がユーザによって操作されると、図５に示すターンバック経路案内処
理を開始する。
図示するように、この処理では、まず、現在経路誘導中であるかどうかを判定し（ステッ
プ５０２）、経路誘導中でなければステップ５０４に進み、経路誘導中であれば、目的地
データ３０２に現在設定されている目的地座標を待避目的地データ３０４に待避した上で
（ステップ５２４）、ステップ５０４に進む。
【００４２】
そして、ステップ５０４において、車両が目的地に到着したと判定する条件を以下のよう
に変更する。すなわち、上述のように、単に、現在位置データ３０１１が示す現在地座標
と目的地データ３０２が示す目的地座標との距離が所定距離以下となった場合に、目的地
に到着したと判定するのではなく、現在位置データ３０１１が示す現在地座標と目的地デ
ータ３０２が示す目的地座標との距離が所定距離以下となり、かつ、誘導経路データ３０
３のルートリンクリスト３０３１に登録された最後のリンク（目的地直前位置を含むリン
ク）を走行している場合に、目的地に到着したと判定するように、目的地到着の判定条件
を変更する。
【００４３】
そして、たとえば、図６ａに模式的に示すように、現在走行中の路線６１１の現在走行中
の車線と走行方向が逆方向の車線６１２上の、現在位置６０１の最寄りの位置６０２を目
的地として算出し（ステップ５０６）、目的地データ３０２に設定する。
【００４４】
より具体的には、たとえば、走行中リンクデータ３０１３が示すリンクの始点ノードを終
点ノードとして持ち、走行中リンクデータ３０１３が示すリンクの終点ノードを始点ノー
ドとして持つリンクが存在する場合には、そのリンクを最終リンクに設定し、最終リンク
上の、現在位置に最も近接した地点を目的地とする。または、そのような走行中リンクデ
ータ３０１３が示すリンクと両端のノードを共通にするリンクが存在しない場合には、走
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行中リンクデータ３０１３が示すリンクの属する路線の同じ路線に属し、かつ、走行中リ
ンクデータ３０１３が示すリンクとリンク方位がおよそ逆方向の、走行中リンクデータ３
０１３が示すリンクに最も近接するリンクを最終リンクに設定し、最終リンク上の、現在
位置に最も近接した地点を目的地とする。
【００４５】
そして、図６ａに示すように目的地６０２が設定できたならば、目的地データ３０２が示
す目的地６０２までの、目的地をその上に設定したリンクである最終リンクを最後に辿る
誘導経路６２１をルート探索部１０４に探索させる（ステップ５０８）。ルート探索部１
０４は、必要地理的範囲の道路ユニットの道路データを地図データバッファ１０１から読
み出し、パラメータメモリ１０６の現在位置データ３０１１が示す現在位置座標から目的
地データ３０２が示す目的地座標までの、走行中リンクデータ３０１３が示すリンクを最
初に辿り最終リンクを最後に辿る誘導経路を、前述のようにリンクレコードのリンクコス
トを用いた所定のコストモデルに基づいて算出し、算出した誘導経路の経路データを、誘
導経路データ３０３のルートリンクリスト３０３１とルートノードリスト３０３２にそれ
ぞれ格納する。ただし、ターンバック経路案内処理における誘導経路の探索においては、
走行中の路線に属するリンクであって、リンクレコードのリンク属性にＵターン用の車線
であることが示されているリンクを辿る経路、すなわち、走行中の路線を変更することな
くＵターンして戻る経路を優先して誘導経路を算出したり、右折を行う必要のある経路の
優先度を低くして誘導経路を算出したりするようにしてもよい。
【００４６】
さて、このようにして誘導経路が設定されると、主制御部１０７の前述したナビゲート画
像生成処理とナビゲート画像生成部１０５によって、現在位置から現在走行中の路線の現
在走行中の車線と走行方向が逆方向の車線上の、現在位置最寄りの位置までの誘導経路を
現在位置や目的地と共に示すナビゲーション画像が表示装置６に表示され、当該表示が現
在位置の更新と共に推移していくことになる。図４ｂは、図４ａに示すナビゲーション画
像が表示された状況において、ユーザがリモコン５のターンバックボタン５１を操作した
場合に、以上の処理によって表示されるナビゲーション画像の例を示すものであり、４０
４は現在走行中の車線と反対方向の車線上の現在位置最寄位置に設定された目的地を示す
目的地マーク、４０５は現在位置から目的地までの間に設定された誘導経路を示す誘導経
路図形である。
【００４７】
さて、このようして誘導経路を設定することによりステップ５０４で設定した目的地まで
の経路誘導を開始したならば、主制御部１０７は、次に、目的地の到着の有無（ステップ
５１０）とユーザのリモコン５のターンバックボタン５１の操作（ステップ５１２）の有
無を監視する。
【００４８】
ここで、前述したように、目的地の到着は、ステップ５０４で設定した目的地到着判定条
件に従って、現在位置データ３０１１が示す現在地座標と目的地データ３０２が示す目的
地座標との距離が所定距離以下となり、かつ、誘導経路データ３０３のルートリンクリス
ト３０３１に登録された最後のリンク（目的地直前位置を含むリンク）を走行している場
合に、目的地に到着したと判定する。このように目的地到着の判定条件をリンクを含む条
件とすることにより、経路誘導開始直後に、現在走行中の車線と反対方向の車線に移って
いないにもかかわらず目的地に到着したものと見なして経路誘導終了してしまうことが避
けられる。
【００４９】
さて、次に、ステップ５１０において目的地に到着したと判定された場合には、まず、目
的地データ３０２と誘導経路データ３０３をクリアして（ステップ５２６）、経路誘導を
一旦終了する。そして、目的地到着判定条件を、元の、現在位置データ３０１１が示す現
在地座標と目的地データ３０２が示す目的地座標との距離が所定距離以下となったときに
目的地に到着したと見なす条件に復帰する（ステップ５２８）。そして、待避目的地デー
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タ３０４に待避中の目的地データ３０２が存在するかどうかを調べ（ステップ５３０）、
存在しない場合には、そのままターンバック経路案内処理を終了する。一方、待避中の目
的地データ３０２が存在する場合には（ステップ５３０）、待避目的地データ３０４に待
避している目的地データ３０２を目的地データ３０２に復帰し（ステップ５３２）、目的
地データ３０２が示す目的地までの誘導経路をルート探索部１０４に探索させ、ルート探
索部１０４によって、復帰した目的地までの誘導経路の経路データが誘導経路データ３０
３のルートリンクリスト３０３１とルートノードリスト３０３２に格納されたならば（ス
テップ５３４）、ターンバック経路案内処理を終了する。
【００５０】
このようにして誘導経路が設定されると、この後、主制御部１０７の前述したナビゲート
画像生成処理とナビゲート画像生成部１０５によって、現在位置から、ターンバック経路
案内処理開始時に目的地データ３０２に設定されていた目的地までの誘導経路を、現在位
置や目的地と共に示すナビゲーション画像が表示装置６に表示され、当該表示が現在位置
の更新と共に推移していくことになる。
【００５１】
したがって、たとえば、図６ａに示す６３１の地点を目的地として誘導経路６３２が設定
され当該誘導経路に従った経路誘導が行われていた時に、ユーザがターンバックボタン５
１を操作したことによって、前述のように６０２の地点を目的地とする誘導経路６２１に
よるターンバック経路案内処理が開始された場合には、図６ｂに示すように、ターンバッ
ク経路案内処理で設定された目的地６０２に到着したと判定される位置６３３に車両が到
達すると、自動的に、元々目的地であった地点６３１が再度目的地６３４に再設定される
と共に、目的地６３４までの誘導経路６３５が設定され、以降、当該誘導経路６３５に沿
った経路案内が開始される。
【００５２】
この結果、たとえば、ユーザが最終目的地までの経路誘導を受けて走行しているときに、
走行中路線上で反対車線側に通過したガソリンスタンドで給油するためにターンバックボ
タン５１を操作して反対車線への経路誘導を受けたような場合に、反対車線側にターンバ
ック経路案内処理で設定した目的地到達後、自動的に、その時点の現在位置からその時点
の走行車線を使用する最終目的地までの経路誘導がナビゲーション装置によって開始され
ることになる。
【００５３】
一方、ステップ５１２においてターンバックボタン５１の操作が検出された場合には、ま
ず、待避目的地データ３０４に待避中の目的地データ３０２が存在するかどうかを調べ（
ステップ５１４）、存在しない場合には、そのままステップ５０６からの処理に戻る。一
方、待避中の目的地データ３０２が存在する場合には、目的地データ３０２と誘導経路デ
ータ３０３をクリアし（ステップ５１６）、目的地到着判定条件を、元の、現在位置デー
タ３０１１が示す現在地座標と目的地データ３０２が示す目的地座標との距離が所定距離
以下となったときに目的地に到着したと見なす条件に復帰する（ステップ５１８）。
【００５４】
そして、待避目的地データ３０４に待避している目的地データ３０２を目的地データ３０
２に復帰し（ステップ５２０）、目的地データ３０２が示す目的地までの誘導経路をルー
ト探索部１０４に探索させ、ルート探索部１０４によって、復帰した目的地までの誘導経
路の経路データが誘導経路データ３０３のルートリンクリスト３０３１とルートノードリ
スト３０３２に格納されたならば（ステップ５２２）、ターンバック経路案内処理を終了
する。
【００５５】
このようにして誘導経路が設定されると、この後、主制御部１０７の前述したナビゲート
画像生成処理とナビゲート画像生成部１０５によって、現在位置から、ターンバック経路
案内処理開始時に目的地データ３０２に設定されていた目的地までの誘導経路を現在位置
や目的地と共に示すナビゲーション画像が表示装置６に表示され、当該表示が現在位置の
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更新と共に推移していくことになる。
【００５６】
したがって、たとえば、図６ａに示す６３１の地点を目的地として誘導経路６３２が設定
され当該誘導経路に従った経路誘導が行われていた時に、ユーザがターンバックボタン５
１を操作したことによって、前述のように６０２の地点を目的地とする誘導経路６２１に
よるターンバック経路案内処理が開始された場合には、ターンバック経路案内処理によっ
て設定された目的地６０２に車両が到着する前の位置６３６で、ユーザがターンバックボ
タン５１をもう一度操作すると、図６ｃに示すように、自動的に、元々目的地であった地
点６３１が再度目的地６３４に再設定され、目的地６３４までの誘導経路６３７が設定さ
れ、以降、当該誘導経路６３７に沿った経路案内が開始されることになる。
【００５７】
この結果、たとえば、ユーザは、最終目的地までの経路誘導を受けて走行しているときに
、走行中路線の前方反対車線側に見つけたガソリンスタンドで給油するためにターンバッ
クボタン５１を操作して反対車線への経路誘導を受けたような場合に、給油終了後に、再
度ターンバックボタン５１を操作することにより、その時点の現在位置から最終目的地ま
での経路誘導を、再度ナビゲーション装置に開始させることができる。
【００５８】
以上、ターンバック経路案内処理について説明した。
ところで、以上のターンバック経路案内処理では、ステップ５０４で目的地到着判定の条
件を変更した上で、ステップ５０６において現在走行中の路線の現在走行中の車線と走行
方向が逆方向の車線上の、現在位置の最寄りの位置を目的地とするようにしたが、これは
以下のようにするようにしてもよい。
【００５９】
すなわち、図５のターンバック経路案内処理において、ステップ５０４、５１８、５２８
の目的到着判定条件を変更する処理を行わないようにすると共に、ステップ５０４で、図
７ａに示すように、現在位置７０１から現在走行中の路線を現在の走行車線を距離Ｌ進ん
だ位置７０２に最寄りの、現在走行中の路線の現在走行中の車線と走行方向が逆方向の車
線上の位置７０３を目的地に設定し、ステップ５０８で目的地７０３までの誘導経路７０
４を設定するようにしてもよい。ここで、距離Ｌは、その距離以下のときに目的地に到着
したと見なす現在位置と目的地との間の距離をＫとして、Ｋ＜Ｌを満たす距離とする。
【００６０】
また、以上のターンバック経路案内処理において設定する目的地は、以下のようにして選
定するようにしてもよい。
すなわち、図７ｂに示すように、ステップ５０４で、現在走行中の路線上で最後に通過し
た交差点７１１手前の現在走行中の車線と走行方向が逆方向の車線上の位置７１２を目的
地に設定し、ステップ５０８で目的地７１２までの誘導経路７１３を設定するようにして
もよい。
【００６１】
または、ステップ５０４で、現在走行中の路線上で最後に通過した交差点７１１自体を目
的地に設定するようにしてもよい。ただし、この場合には、７１４で示すような現在走行
中の路線を戻る経路ではない経路が誘導経路として設定されないように、現在走行中の車
線と走行方向が逆方向の車線上の現在位置最寄り地点７１５を経由地として設定し、ステ
ップ５０８では、経由地７１５を経由する目的地７１１までの誘導経路をルート探索部１
０４に探索させるようにすることが好ましい。
【００６２】
このようにすることにより、ユーザは、右左折すべき交差点を誤って直進してしまった場
合などに、ターンバックボタン５１を操作するだけで、当該交差点に戻る経路案内を直ち
にうけることができるようになる。
また、同様に、高速道路走行中において、ターンバック経路案内処理のステップ５０４で
設定する目的地は、図７ｃに示すように現在走行中の高速道路７２１上で最後に通過した
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行方向車線用の高速道路出口としてもよい）とし、ステップ５０８では最後に通り過ぎた
高速道路出口である７２２に戻る経路を誘導経路７２３として探索するようにしてもよい
。また、この場合には、ステップ５０８では高速道路を使用する経路を優先して誘導経路
として設定するように、ルート探索部１０４に誘導経路の探索を行わせるようにしてもよ
い。
【００６３】
このようにすることにより、ユーザは、高速道路の出口を誤って通過してしまった場合な
どに、ターンバックボタン５１を操作するだけで、次の高速道路出口で一旦一般道に進ん
だ上で高速道路の先程とは逆車線に戻って、通過してしまった高速道路出口に戻る経路の
経路案内を直ちにうけることができるようになる。
【００６４】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、ユーザに対して、ユーザの煩雑な操作を必要とすること
なしに、現在走行中の車線と反対方向の車線に戻る経路を案内することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係るナビゲーション装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る地図データの内容を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係るパラメータメモリの内容を示す図である。
【図４】本発明の実施形態において表示装置に表示するナビゲーション画像の例を示す図
である。
【図５】本発明の実施形態に係るターンバック経路案内処理の手順を示すフローチャート
である。
【図６】本発明の実施形態に係るターンバック経路案内処理による目的地と誘導経路の設
定例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係るターンバック経路案内処理による目的地と誘導経路の設
定例を示す図である。
【符号の説明】
１：制御装置、２：記録媒体ドライブ、３：ＧＰＳ受信機、４：走行状態センサ、５：リ
モコン、６：表示装置、２１：記憶媒体、５１：ターンバックボタン、１０１：地図デー
タバッファ、１０２：地図データ読出処理部、１０３：現在状態算出部、１０４：ルート
探索部、１０５：ナビゲート画像生成部、１０６：パラメータメモリ、１０７：主制御部
、１０８：ＧＵＩ制御部、３０１：現在状態情報、３０２：目的地データ、３０３：誘導
経路データ、３０４：待避目的地データ、３０１１：現在位置データ、３０１２：現在走
行方位データ、３０１３：走行中リンクデータ、３０３１：ルートリンクリスト、３０３
２：ルートノードリスト。
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